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２０２６年少林寺拳法全国大会 in 福岡 

出場申込及び大会出場に関する確認事項 

２０２６年 ４月 ７日版 

一般財団法人 少林寺拳法連盟 

１．出場申込 
申込は、出場申込書（Excel データ）に必要事項を入力し、理事長名で申し込むこと。 

（１）申込締切日 ２０２６年８月２４日（月） 大会事務局必着 

（２）申込内容の変更について 

    ①締切日より前（８月２４日（月）まで） 

・「変更」、「追加」、「取り消し」を受け付ける。 

    ②締切日より後（８月２５日（火）以降～１１月１４日（土）） 

・「取り消し」を受け付ける。 

・「変更」、「追加」は一切受け付けない。 

③１１月１５日（日）～大会当日 

・大会準備の為、連絡は受け付けない。取り消しは大会当日専用受付で申し出ること。 

・「変更」、「追加」は一切受け付けない。 

（３）連絡ルート 

・変更、追加、取り消しは、都道府県連盟・各連盟より、大会事務局へ連絡すること。 

出場者の所属長からの直接連絡は受け付けない（大会当日における急な取り消しを除く）。 

（４）注意 

・各種目の出場者選考は、都道府県連盟・各連盟へ依頼しているので、選考会（選考要領等）につ

いては、所属する都道府県連盟・各連盟へ問い合わせること。 

・締め切り（８月２４日（月））後の追加は受け付けない。 

※事故、怪我や病気は、変更・追加の理由にはならない。 

各連盟ならびに所属にて、代表者としての自覚を促すよう指導すること。 

（５）提出・問い合わせ 

 一般財団法人 少林寺拳法連盟 全国大会事務局 

 E-mail：renmei.taikai-jimukyoku@shorinjikempo.or.jp 

 

 

２．出場費の納入 
（１）出場費    ・出場費 ５,０００円／１人 

※パンフレット、ゼッケン代含む。 

※出場者も別途、入場整理券（会場使用負担金）を各自購入が必要です。（前回大

会との変更点） 

※出場者１人に対する出場費の為、エントリー種目の重複に関係なく５,０００円。 

※団体演武の部と修練発表の部の補欠メンバーも同じ取り扱いとなります。 

（２）方法     都道府県連盟・各連盟にて合計費用を取りまとめ、下記口座へ送金。 

（３）送金期日   ２０２６年８月２４日（月） 

（４）送金先    ※送金時の依頼人名は「○○連盟出場費」（例：香川県連盟出場費）とすること。 
 

            百十四銀行 多度津支店 銀行コード０１７３ 店番２７５ 

普通預金  口座番号０９９４９９７ 

一般財団法人少林寺拳法連盟 大会助成金  

（５）注意 

・出場申込締切後、出場取り消しに伴う返金は行わない。 

・各所属もしくは、個人に対する領収書の発行は、費用を取りまとめている出場連盟へ依頼する

こと。 

    ・観覧希望者は、後日発信される指定旅行社の案内を参照のこと。 
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３．全種目共通に適用する事項 

（１）出場資格 ※条件として示す年齢は２０２６年度末時点の年齢とする。 

※全種目、科目指定は実施せず、自由組演武もしくは自由単独演武とする。 

※性別は戸籍上の性別とする。 

 

部門 種別 種 目 出場資格、詳細 

競
技
の
部 

組演武 

１.一般男子マスターズの部Ａ 

・２０２６年度内に男性４５歳以上、女性３５歳以上となり 

 両者の合計年齢が１０９歳以下 

・両者もしくはどちらかが有段者 

・男女の場合は男子の部 

２.一般男子マスターズの部Ｂ 

・２０２６年度内に男性４５歳以上、女性３５歳以上となり 

 両者の合計年齢が１１０歳以上 

・両者もしくはどちらかが有段者 

・男女の場合は男子の部 

３.一般女子マスターズの部 

有段者の部 

・２０２６年度内に両名とも３５歳以上となる者 

・両者もしくはどちらかが有段者 

４.一般男子五段以上の部 
・２０２６年度内に両名とも１６歳以上となり、かつ大学生（以 

下、院生・短大も含む）、高校生でない者同士で組む 

・中学校卒業後、学校教育法で定められた高等学校（全日制、定 

時制、通信制）に在籍してない者は、社会人とする 

・中学生以下は、出場できない 

・社会人と大学生あるいは高校生の組み合わせは「可」 

・大学生と高校生の組み合わせは「不可」 

・男女の場合は男子の部 

・大学生同士、高校生同士の組み合わせは「不可」 

 

５.一般男子三段、四段の部 

６.一般男子初段、二段の部 

７.一般男子級拳士の部 

８.一般女子三段以上の部 

９.一般女子初段、二段の部 

１０.一般女子級拳士の部 

１１.大学生男子の部 

・学校教育法で定められた大学生（短大含む）、それに相当する 

と認められる大学、または学生連盟に加盟している大学に在籍 

している者 

・武階・学年・年齢は不問、男女の場合は男子の部 

・高専生は 4 年生以上とする 

・大学院生は上記大学に設置されている大学院に在籍かつ修士課 

程 25 歳以下とする 

１２.大学生女子の部 

１３.高校生男子の部 
・学校教育法で定められた高等学校（全日制、定時制、通信制） 

に在籍する者 

・高専生は 3 年生以下とする 

・武階・学年・年齢は不問、男女の場合は男子の部 １４.高校生女子の部 

１５.中学生男子の部 
・義務教育としての中学校に在籍する者 

・武階・学年・年齢は不問、男女の場合は男子の部 

１６.中学生女子の部 

１７.小学生の部Ａ 
・4 年生以上同士またはどちらかが 4 年生以上の小学生 

・武階、性別不問 

団体 

演武 

１８.一般団体の部 

・２０２６年度内に１６歳以上で６名か８名で組む。補欠２名登 

録可 

・武階、年齢、性別不問 

１９.中学生団体の部 
・中学生で 6 名か 8 名で組む。補欠 2 名登録可 

・武階・年齢・性別は不問、中学生以外の構成は認めない 

２０.小学生団体の部 
・小学生で 6 名か 8 名で組む。補欠 2 名登録可 

・武階・年齢・性別は不問、小学生以外の構成は認めない  
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部門 種別 種 目 出場資格（主要） 

発
表
の
部 

組演武 

２１.小学生の部Ｂ ・3 年生以下の小学生同士、武階・性別不問 

２２.親子の部 
・子供は小学生以下に限る、武階・性別不問 

・祖父母と孫の組み合わせは「可」 

２３.承継の部 
・支部長資格もしくは M 資格保有者と将来少林寺拳法の指導者を

目指している者（中学生以上）が組む、武階・性別不問 

２４.一般男子マスターズ 

   級拳士の部 

・２０２６年度内に男性４５歳以上、女性３５歳以上 

・両者ともに級拳士（見習い含む）、男女の場合は男子の部 

２５.一般女子マスターズ 

   級拳士の部 

・２０２６年度内に３５歳以上となる者 

・両者ともに級拳士（見習い含む） 

団体 

演武 
２６.修練発表の部 

・家族、地域の拳士同士など、大会に参加することを目標とする

修練発表であること。 

・ルールにとらわれない単独演武、組演武、親子孫演武、法器（錫

杖等）や三人掛け、団体演武(少林寺拳法健康プログラムも含む)

を披露する 

・人数制限（４名以上、ただしコート内で演武できる人数が上限） 

・時間は、2 分以内とする。 

単独 

演武 

 

２７.単独演武中学生の部 ・義務教育としての中学校に在籍する者 ＊自由演武 

２８.単独演武小学生の部 ・小学校に在籍する者 ＊自由単独演武 

２９.単独演武一般有段者の部 

・２０２６年度内に１６歳以上となる有段者 

・中学生以下は、出場できない 

・自由単独演武 

３０.単独演武一般級拳士の部 

・２０２６年度内に１６歳以上となる級拳士（見習い含む）。 

・中学生以下は、出場できない 

・自由単独演武 

組演武 ３１.マイシードの部 ＊別に定める 

運用法 
３２.男子運用法の部 • 2 0 2 6 年度内に１６歳なり、かつ初段以上の者同士で組む。 

• 初段以上であれば武階不問。 ３３.女子運用法の部 

立合 

評価法 

３４.男子立合評価法の部 
※別に定める 

３５.女子立合評価法の部 

論文 ３６.論文の部 ※別に定める 

 

（２）出場者は、一般財団法人少林寺拳法連盟会員規程に基づく義務を果たしていること。 

・２０２６年度現役会員 

 

（３）少林寺拳法競技規則、少林寺拳法審判規則に基づき実施する。 

・少年部・中学生で禁止されている受身、武階相当技、禁止技、攻撃技等 

・「２０２６～２０２９年度考試員審判員講習会資料」を十分に確認すること。 

 

（４）出場種目は、組演武種目の複数兼ねての出場は認めない。 

   出場種目は、原則として１人１種目とするが、複数兼ねて出場する場合は以下の範囲に限る。 

① 競技の部（No,１～１７）１種目と、競技の部（No,１８～２０）１種目 

② 競技の部／No,２０小学生団体の部と、発表の部／No,２２親子の部 

③ 競技の部（No,１８～２０）１種目と、発表の部（No,２７～３０）１種目 

④ 競技の部（No,１～２０）１種目と、発表の部／No,３２、３３男子・女子運用法の部 

⑤ 競技の部（No,１～２０）１種目と、発表の部／No,３４、３５男子・女子立合評価法の部 

⑥ 発表の部／No,３６論文の部は、上記①～⑤、また全ての種目と重複は可とする。 

 

（５）演武者の組み合わせは、同じ都道府県連盟・各連盟内であれば所属（支部、少林寺拳法部、拳友会）

は不問とする。 

・所属は、全国大会申込み時点での本部登録に準じる。 

・参加費は各種目選考された連盟からの納入とする。 
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   ・都道府県を跨いでの出場は不可とする。※1 連盟からの出場のみとし、いかなる理由があっても

認められない。 

 

（６）武階が指定されている種目については、指定の武階の拳士と組み、該当する種目に出場することを

原則とするが、以下に限り、異なる武階の組み合わせを認める。 

●競技の部 No,4 一般男子五段以上の部 

・両者五段以上であれば武階の差は不問。 

・四段と五段の組み合わせのみ認める。（下位は四段まで） 

・四段と組む場合の武階差は１階級まで 。（例：六段・四段は不可） 

●競技の部 No,5 一般男子三段、四段の部 

・両者同じ武階、または 三段と四段の組み合わせとする。 

・三段と二段の組み合わせのみ認める。（下位は二段まで） 

・武階差は１階級まで。（例：四段・二段は不可） 

●競技の部 No,6 一般男子初段、二段の部 ／ 競技の部 No,9 一般女子初段、二段の部 

・両者同じ武階、または以下の組み合わせとする。 

・初段拳士との組合せは３級から初段とする。 

・二段拳士との組合せは初段から二段とする。 

●競技の部 No,8 一般女子三段以上の部 

・両者三段以上であれば武階の差は不問。 

・三段と二段の組み合わせのみ認める。（下位は二段まで） 

・武階差は１階級まで。（例：四段・二段は不可） 

        ●競技の部 No,7 一般男子級拳士の部 ／ 競技の部 No,10 一般女子級拳士の部 

・両者が級拳士であれば、武階の差は不問。 

 

（７）服装、防具等について 

・服装は、「服装規定」に準じる。なお規定に違反した場合は失格とする。 

・相手または自身に危険を及ぼすような物は、一切身に付けてはならない。 

※金属・プラ製等の髪留め、装飾品（ネックレス、指輪、イヤリング）、法器、武器等 

※髪留めはゴム製のみ。 

・眼鏡等（サポーター含む）の着用について 

眼鏡等を着用しての出場に関する誓約書の提出は不要とする。 

大会開催中に眼鏡等の着用に起因する事故が発生した場合は、自己の責任であることを承諾して、

出場しているものとし、大会実行委員会は責任を負わない。 

※演武中に眼鏡等（サポーター含む）が外れた場合は、少林寺拳法競技規則第６条にある「危険を 

 及ぼすもの」となり、演武を止めて、失格となります。バンドなどで固定するなどの対応をお願

いします。 

※サポーターについては負傷箇所の保護目的の場合は着用可です。サポーターの色は華美でないも 

のを推奨しております。 

・少林寺拳法ボデイプロテクターもしくは胴（表面の柔らかいもの）の使用は認める。 

 

（８）有段者の種目の使用科目は、次記の通りとする。 

・武階の異なる拳士と組む場合を含めて、各々の武階に応じた範囲までとする。 

例）三段の拳士が守者の際は、四段昇格の要件範囲まで  

二段の拳士が守者の際は、三段昇格の要件範囲まで 

※攻撃については、守者の使用する科目に合わせ、武階に関する制限はない。 

※「羅漢圧法」の単独技としての使用は不可。 

 

（９）級拳士の使用科目は、次記の通りとする。 

   ・少年部見習、８級、７級の拳士は、６級昇格の要件範囲で科目を使用できる。 

  ※少年部６級～初段については、例外事項は認めない。 

   ・一般拳士６級～４級は、３級科目まで使用できる。※同上 

   ・一般拳士３級～１級は、初段科目まで使用できる。※同上 

 

（１０）男女の組による組演武、団体演武について 

男性同士の組、男女の組ともに攻者、守者の指定、極めの指定は無し。 
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※男女の筋力差などを考慮し、怪我などが無いように修練する。 

 

（１１）その他 

   ・競技の部は、審査、採点とともに順位付けを実施する 

   ・発表の部は、審査、採点、発表のみとして、順位付けはしない。 

    ※成績証明書には採点結果のみを記載し、コート内順位を記載しない。 

 

 

４．競技の部／団体演武（No,18～20）に適用する事項 

【重要】実際に、コートで演武する拳士の資格に応じた科目を使用する。 

※違反の場合は、資格外科目使用として総合点より 10 点減点とする。 

※補欠拳士の資格は、考慮されない。 

  

（１） 団体１組につき、１名か２名の補欠申込をすることを推奨する。 

出場者変更の場合は、出場組の所属長より、速やかに大会事務局へメールにて連絡すること。 

口頭連絡は受け付けない。 

・８名でエントリーにおいて、大会当日までに２名を取消し、６名で演武することは可である。 

・いかなる理由であっても、７名或いは５名以下での演武は不可である。 

 

（２）演武構成（少林寺拳法競技規則より一部抜粋） 

  ・１構成目と６構成目は単独演武、２～５構成目は二人一組での組演武を以て編成する。 

   この条件に合わないとみなされた場合は、総合点から１０点減点となる。 

  ・団体演武で用いる単独演武は、以下の単演基本法形より選択し、一方向のみ行う。 

 天地拳第一～六系、義和拳第一・二系、龍王拳第一、三系、龍の形（逆小手単演）、紅卍拳、白蓮拳第一系 

・各構成の動きは各組が同一の動きを行う。 

 各組が違う動きをしているとみなされた場合は、総合点から１０点減点となる。 

・小学生団体は、演武者が号令・気合を合図として用いることを認める。 

・小学生団体に少年初段の拳士がいる場合、使用できる技は、少年部禁止技を除く一般二段科目昇  

格の要件範囲までとする。 

 

 

５．発表の部／No,22 親子の部に適用する事項 

[重要] ・演武時間は、１分～１分３０秒以内とする。 

    ・子供が技の極め、固めを行う。子供に対する逆技（極め、固め、投げ）は禁止する。 

・違反した場合は少年部禁止技と同様に総合点から１５点減点とする。 

    →親子の体格差、体力差を踏まえた安全管理を目的とする。 

 

（１）親子の出場者がいない都道府県、各連盟に限り、親子以外であっても、小学生以下の拳士と男性４

５才以上、女性３５才以上である拳士との組み合わせもオープン参加として出場を認めます。 

（親子以外の組は審査、表示のみとし、審査結果の記録、成績証明の対象外です。） 

 

 

６．発表の部／No,23 承継の部に適用する事項 
（１）内容について 

 ・「３．全種目共通に適用する事項／出場資格、詳細」に記載の通り。 

 

（２） 中学生出場について 

・少林寺拳法競技規則、少林寺拳法審判規則に則るため、中学生で禁止されている受身などについては、

注意する事。 
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７．発表の部／No,26 修練発表の部に適用する事項 

（１）内容について 

 ・「３．全種目共通に適用する事項／出場資格、詳細」に記載の通り。 

 

（２）あくまでも少林寺拳法の修練における発表であるため、その域を出ることは禁止する。 

 

 

８．発表の部／単独演武（No,27～30）に適用する事項 

（１）構成について 

・大会は自由単独演武とし、指定科目は無しとする。 

 

（２）使用科目について 

・資格に応じ、以下の単演基本法形が使用可能 

・資格に応じた科目以外を使用した場合は総合点より 10 点減点とする 

【有段者】 

天地拳第一系～第六系、義和拳第一系～第二系、龍王拳第一系、白蓮拳第一系、紅卍拳、逆小手単演 

【１級～３級】 

天地拳第一系～第六系、義和拳第一系～第二系、龍王拳第一系、白蓮拳第一系、逆小手単演 

【４級～６級、見習】 

天地拳第一系～第四系、義和拳第一系～第二系、龍王拳第一系、逆小手単演 

※龍の形（逆小手単演）は三段科目とされているが、「逆小手裏返投裏固」が３級科目であるため、 

４級～６級、見習も含めて使用可とする。 

また、逆小手前指固と逆小手裏返投裏固のいずれでも可とする。 

【確認】義和拳第一系～第二系、白蓮拳第一系、紅卍拳は一方向で１構成とする。 

 

 

９．発表の部／No,31 マイシードの部に適用する事項 

（１）参加資格 

①障がい者であることを示す各種の交付、または医師より障がいの診断を受けている者 

     ※障がい及び度合は不問。 

※年齢、性別は不問。 

   ②支援者が終始同伴できること。（開会式等の整列時や演武実施時のコート待機も含む） 

 

（２）演武内容 

・単独演武、組演武、団体演武のいずれも認める。 

  ※組演武においては、演武の組み合わせは本大会参加資格を有する者であれば自由に健常者 

との組み合わせを認める。 

  ※支援者同伴の演武を認める。 

※三人掛も認める。 

※演武に際し、車いす・杖等の補助器具の使用を認める。 

※武器・法器の使用は認めない。 

   ・演武は発表のみとし、採点・点数表示は行わない。 

 

（３）参加資格の確認 

   ・各連盟で、出場者の参加資格を確認の上、エントリーしてください。 

   ・大会運営上、必要に応じて、大会実行委員会より出場者の状況について支部長に問い合わせをす

ることもあります。 
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（４）注意 

   ・会場の大きさや来場者数の多さ等、特殊な環境要因によって発作等を引き起こす危険がある場合

は、大会参加の是非を慎重にご判断ください。 

   ・大会会場においては、応急措置を行うこともできますが、責任を負いかねます。症状によって救

急病院での診察・治療も想定し、治療に要するものを携行してください。 

 

 

１０．発表の部／No,32、33 男子・女子運用法の部、 

No,34、35 男子・女子立合評価法の部について 

 別紙、「運用法の部、立合評価法の部／実施要領」をご確認のこと。 

 

１１．発表の部／No,36 論文の部について 

（１）テーマ次記Ａ～Ｅの中から、テーマをひとつ選択し、下記要領に沿って作文を提出する。 

提出された作文を事前審査し、大会当日は優秀者の論文発表を行う。 

Ａ 少林寺拳法を通して次世代の若者に何を伝えたいか？ 

Ｂ 自信の無かった自分が、少林寺拳法に出会い、強くなったと感じたこと 

   Ｃ 私が大切にしている少林寺拳法の教え 

   Ｄ 現代社会での力愛不二の活かし方～力と愛は両立できるのか？～ 

   Ｅ 少林寺拳法の大会で得られるものとは？ 

・内容は、少林寺拳法修練または社会での実践活動に基づく結果（事実・出来事）からの評価、研究

または考察であること。（仮説だけで終始しない。） 

 

（２）申込要領 

・都道府県連盟・各連盟選出の者は、上記Ａ～Ｅのいずれかのテーマを選択の上、テーマに基づいて 

作文論文発表できる文言で執筆し、派遣連盟より全国大会申込締切日までに連盟本部へ提出（必着）

する。 

※執筆 内容（文言）と弁論発表が異なることは認めない。 

・提出された作文は返却いたしません。必要に応じて各自で複写物等を保管すること。 

 

（３）作文の仕様 

・下記原稿用紙にて、表紙１枚、本文４枚以内で作文する。 

・用紙は、Ａ４サイズ 縦書き（原稿用紙横）２０字×２０字（１枚４００字詰め）を使用する。 

既定サイズ以外の用紙は受け付けない。 

・原則、参加者本人による手書き、またはワープロ出力にて作成。代筆が必要な場合は、大会事務局 

へ申し出て、別途理由書を提出する。 

・手書きの場合は、楷書にて丁寧に筆記し、コピーをしても明瞭であるよう文字は大きく濃く書き、 

原本を提出のこと。判読しづらい場合は、減点することもある。 

・表紙には、テーマ、都道府県名、所属連盟、所属名、氏名、フリガナ、武階、年齢を記入する。 

・本文は、１行目にテーマ、次の行より本文を書き始める。 

・ページ数をつけ、表紙と共にクリップで綴じる。（ホチキス止め禁止） 

・提出は郵送または E-mail にて原稿を大会事務局宛に送付する。 

 

（４）発表方法 

・審査後、大会事務局より追って連絡する。 

 

（５）注意 

・都道府県連盟・各連盟から選考された「論文の部」申込者（全員）は、他の発表部門の種目と同様、

出場拳士名簿に氏名記載の上、大会会場にて賞状を贈呈します。会場に来られない方は、大会事務

局までご連絡ください。後日、送付します。 

・「論文の部」申込者かつ優秀発表者以外の方で、大会当日に会場へ入場する方の賞状贈呈の集合場

所・要領ついては、館内放送、貼紙等でご案内する予定です。 
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１２．「宙で回転する受身」に適用する事項 

（１）一般男子・女子マスターズの部（競技の部／No,1～3および発表の部／No,24～25）、全種目共通／   

中学生以下の出場者について 

２０１９年度からの継続内容 

・「宙で回転する受身」を禁止とする。 

・「宙で回転する受身」を使用した場合は１５点減点。 

・「一本背投」「肩車」に対して大車輪を用いて両足で着地する受身は使用可。 

 

（２）上記（１）以外の各種目について 

２０１９年度からの継続内容 

・「宙で回転する受身」について、減点対象となる事項を設ける。 

受身が不十分で危険を伴う内容とみなされた場合は総合点より５点減点とする。 

また、攻防に適合していない(守者の体捌き、並びに技の成立条件が不十分な状態で自ら無理に飛

ぶ）「宙で回転する受身」は該当する構成の技術度の採点より、各審判員が１点減点とする。 

・体の側面から落下している、背中、臀部から落下しているものなどは受身が不十分とみなす。 

・受身が不十分であると疑義が生じた場合は、該当コートの審判員の協議を行う。 

・攻防に適合していない（自ら無理に飛ぶ）「宙で回転する受身」は各審判員の判断による。 

 

１３．その他 

（１）大会中止の可能性について 

政府、行政、その他関係機関からの要請等、天災の発生またはその予測により大会運営に影響を生じる

と判断した場合は、急遽大会を中止することがあります。そのことにより出場者・観覧者に生じた不都

合や負債に関して、当連盟は一切の責任を負いかねます。 

その場合、大会に掛かる全ての諸費用については、自己負担となります。 

 

（２）傷害保険について 

出場者は、傷害保険等に必ず加入してください。また引率者においても傷害・賠償責任保険（スポーツ

安全保険等）に加入してください。 

 

（３）各トラブルについて 

 出場者に起因する各トラブル、館内における盗難などにおいては、各自の責任とし、大会事務局は責任

を負いません。 

 

以 上 


